令和７年度 「適合証明技術者業務講習」 開催のご案内
一般社団法人北海道建築士事務所協会（以下、当協会）では、次のとおり令和７年度 「適合証明技術者業務講習」 を以下の日程で行います。

◯　申込受付・開催日時・会場・定員
　　新規・更新（講習内容は同じです）
	会場
	申込受付
	開催日時
	開催会場及び所在地
	定員

	
	令和7年8月1日(金)
	令和7年9月9日(火)
	（一社）北海道建築士事務所協会
	　

	会場
	～
	
	設計会館８階会議室
	20名

	　
	令和7年8月20日(水)
	13:30～17:00（予定）
	札幌市北区北六条西6丁目2番地
	　

	
	令和7年10月8日(水)
	令和7年11月12日(水)
	－
	

	ｵﾝﾗｲﾝ
	～
	～
	
	20名

	
	令和7年10月29日(火)
	令和7年11月25日(火)
	
	



◯　受講対象者
　　・登録申請者…建築士法第23条の３に基づく建築士事務所登録をしている開設者（登録申請書・確認書）
　　・受講対象者（適合証明技術者）…登録申請者の事務所に所属する建築士で既存住宅状況調査技術者資格を有する者（「登録申請に必要なもの」５を参照）。
◯　登録申請と講習の申込み方法（申込は、郵送受付のみ）
　　登録申請と講習申込を同時に行うことが可能です。
以下の１０の書類を揃え、登録料・受講料等をお振り込みください。これらを当協会宛にご郵送ください。
■登録申請に必要なもの
１．登録申請書（記入例は別紙3-2・2ページ参照）【別紙5】適合_登録申請書.pdf（A4サイズ）
２．適合証明業務に関する確認書（記入例は別紙3-2・3ページ参照）【別紙6】適合_確認書（A3サイズ）
３．都道府県知事または指定事務所登録機関が発行した建築士事務所登録を証する書類の写し
４．登録予定建築士の建築士免許証または免許証明書の写し
５．令和8年4月1日以降有効な既存住宅状況調査技術者修了証明書または資格者証の写し
※　申請時に令和8年4月1日以降有効な資格を有さない場合、資格取得後の上記書類を令和8年2月末までにご提出ください。書類を確認できない場合、「適合証明技術者登録証明書」を交付できません。
　　６．登録予定建築士の写真２枚（会場講習の場合）（1枚は登録申請書貼付用、もう1枚は受講票貼付用／但し、オンライン講習受講希望者は登録申請書貼付用の１枚のみ／無帽、無背景、正面（胸部より上部分）を写したカラーの証明写真（縦3.0cm、横2.4cm）で、６カ月以内に撮影したもの。白黒不可、デジタルカメラのプリントカラー写真可、スナップ写真については不可）
７．運転免許証、パスポート等公的機関発行の写真付き資格者証等、本人の氏名と写真が確認できる書類の写し
８．登録有効期間と登録料
既存住宅状況調査技術者の有効期限により異なります。
	登録期間
	有効期限
	登録料（税込）

	1年
	令和8年4月1日
	～
	令和9年3月31日
	6,650

	2年
	令和8年4月1日
	～
	令和10年3月31日
	13,300

	3年
	令和8年4月1日
	～
	令和11年3月31日
	19,950


　　※この支払をした振込用紙の写し

■受講申込に必要なもの
９．受講申込書（記入例は別紙3-2・1ページ参照）【別紙10】R07適合_受講申込書（北海道会）（A4サイズ）注）申込書に振込先あり
１０．受講料
　　　15,400円（税込・テキスト代を含む）
　　　※この支払をした振込用紙の写し（登録料と合算で振込して結構です）

　　＜振込先＞登録料・受講料とも（合算振込可）
　　　口座名　　一般社団法人　北海道建築士事務所協会
　　　　　　　　ｼｬ)ﾎｯｶｲﾄﾞｳｹﾝﾁｸｼｼﾞﾑｼｮｷｮｳｶｲ
　　　銀行名　　北海道銀行　本店営業部
　　　口座番号　普通預金　0101002
注１　受講しなかった場合は、原則として受講料を返金いたしません。
　　　　２　振込手数料はご負担ください。
※　更新者に限り１，２は（一社）日本建築士事務所協会連合会（以下、日事連）より対象者様あて郵送されておりますが、日事連支援情報サイトにデータ入力可能な書式も掲載しています。（https://www.kyj.jp/ntj/index.html）
【別紙3】R07適合_案内書_北海道会調整
【別紙3】-2-R07適合_申込書等記入例【北海道会】

　　■受講申込書郵送先・お問い合わせ
一般社団法人　北海道建築士事務所協会（本部事務局）
〒060-0806
北海道札幌市北区北六条西6丁目2　設計会館9F
TEL：011-788-7650


◯　登録証明書の交付
「適合証明技術者登録証明書」は、登録申請手続きと講習を受講された方へ、令和８年3月中旬以降、登録機関事務局から技術者宛てに簡易書留で郵送します。
注）既存住宅状況調査技術者講習を令和７年度に受講した方は、本年度発行された既存住宅状況調査技術者資格者証の写しを当協会に送付しないと証明書の発行ができませんので、ご注意ください。

◯　その他
・適合証明業務開始日、適合証明業務システム利用開始日は、令和８年4月1日です。（日事連HP内）
・登録申請以降、登録証明書交付前に登録情報が変更になった場合は、当協会でお手続きください（建築士法第23条の３による建築士事務所についての更新の登録を受けた場合も同様です）。
・令和８年4月1日以降に登録情報が変更になった場合は、速やかに登録窓口に変更届を提出してください。なお、変更届提出後、新たな登録証明書を発行するまで最長１カ月程度かかる場合があります。

